
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信システムの１つまたはそれ以上の個別加入者ユニット（ＩＳＵ）に通信サービスのコ
ストに関する実時間情報を

提供する方法であって、前記通信システムは通信サービスに対
する実時間の需要を有しかつ無線リンクを含み、前記方法は、

の第２の予
測されたあるいは実際の位置を決定する段階であって、

の内の少なくとも１つは地理的位置を決定する装置によって決
定される、前記段階、

に対するそれぞれ第１および
第２の現在の負荷を決定する段階であって、前記第１および第２の現在の負荷は前記第１
の位置または における通信サービスの現在の需
要に基づく、前記段階、

に対する前記第１および第２
の現在の負荷の内の少なくとも１つに部分的に基づき更新された を動的に
計算する段階、
前記更新された の１つまたは全てに送信してユ
ーザに提供されるレート情報を動的に更新する段階、そして
その後 の内の１つからの
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少なくとも被呼個別加入者ユニットと発呼個別加入者ユニット
との接続が形成された後に

前記発呼個別加入者ユニットの第１の位置および前記被呼個別加入者ユニット
前記第１の位置または第２の予測

されたあるいは実際の位置

前記第１の位置および第２の予測されたあるいは実際の位置

前記第２の予測されたあるいは実際の位置

前記第１の位置または第２の予測されたあるいは実際の位置
呼の課金レート

呼の課金レートを前記個別加入者ユニット

前記発呼個別加入者ユニットまたは前記被呼個別加入者ユニット



応答に基づき の間で呼を
継続しまたは継続しないようにする段階、
を具備する通信システムの１つまたはそれ以上の個別加入者ユニット（ＩＳＵ）に通信サ
ービスのコストに関する実時間情報を提供する方法。
【請求項２】
通信システムの１つまたはそれ以上の個別加入者ユニット（ＩＳＵ）に通信サービスのコ
ストに関する実時間情報を

提供する方法であって、

を決定する段階であって、前記第１または第２の位置の内の少なくとも１つは地理的位
置を決定する装置によって決定される、前記段階、
前記第１および第２の位置に対するそれぞれ第１および第２の現在の負荷を決定する段階
であって、前記第１および第２の現在の負荷は前記第１の位置または前記第２の位置にお
ける通信サービスに対する現在の需要に基づき決定される、前記段階、
前記第１または第２の位置に対する前記第１および第２の現在の負荷の内の少なくとも１
つに部分的に基づき更新された を動的に計算する段階、

の１つまたは全てに送信してユ
ーザに提供されるレート情報を動的に更新する段階、そして

の内の１つからの
応答に基づき の間で呼を
継続しあるいは継続しないようにする段階、
を具備する通信システムの１つまたはそれ以上の個別加入者ユニット（ＩＳＵ）に通信サ
ービスのコストに関する実時間情報を提供する方法。
【請求項３】
通信システムの１つまたはそれ以上のコンピュータをベースとした個別加入者ユニット（
ＩＳＵ） であって、前記コンピュータをベー
スとした の各々はそれぞれに関連する位置を有し、前記位置の各々は
通信サービスに対する実時間の需要に基づく関連する現在の負荷を有し、前記通信システ
ムは前記位置における前記現在の負荷に部分的に基づく通信サービスに対する実時間の課
金レートを有し、前記方法は、

１つまたはそれ以上のコンピュータをベースとした によって前記通信
サービスの前記実時間の課金レートが

する段階、そして
１つまたはそれ以上のコンピュータをベースとした

によって接続を受入れるかあるいは拒絶するかを決定して

の間で呼を継続しまたは継続しないようにする段階
、
を具備する通信システムの１つまたはそれ以上のコンピュータをベースとした個別加入者
ユニット（ＩＳＵ）
【請求項４】
通信システムの１つまたはそれ以上の個別加入者ユニット（ＩＳＵ）に通信サービスの現
在の

提供する装置であって、

を決定するための手段であって、該決定するための手段は地
理的位置を決定する装置を備えるもの、
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前記発呼個別加入者ユニットおよび前記被呼個別加入者ユニット

少なくとも被呼個別加入者ユニットと発呼個別加入者ユニット
との接続が形成された後に
前記発呼個別加入者ユニットの第１の位置および前記被呼個別加入者ユニットの第２の位
置

呼の課金レート
前記更新された呼の課金レートを前記個別加入者ユニット

その後前記発呼個別加入者ユニットまたは前記被呼個別加入者ユニット
前記発呼個別加入者ユニットおよび前記被呼個別加入者ユニット

からの応答に基づき呼の継続を制御する方法
個別加入者ユニット

通信システムの１つまたはそれ以上の個別加入者ユニット（ＩＳＵ）に通信サービスのコ
ストに関する実時間情報を少なくとも被呼個別加入者ユニットと発呼個別加入者ユニット
との接続が形成された後に提供する段階、

個別加入者ユニット
受入れ可能な予めプログラムされた限界内にあるか

否かを動的に判定
前記判定に応じて 個別加入者ユニット

応答し、かつその後前記コンピ
ュータをベースとした個別加入者ユニットからの応答に基づき前記発呼個別加入者ユニッ
トおよび前記被呼個別加入者ユニット

からの応答に基づき呼の継続を制御する方法。

呼の課金レートに関する実時間情報を少なくとも被呼個別加入者ユニットと発呼個別
加入者ユニットとの接続が形成された後に
前記発呼個別加入者ユニットの第１の位置および前記被呼個別加入者ユニットの第２の予
測されたあるいは実際の位置



前記位置における通信サービスに対する需要に基づき
における現在の負荷を決定するための手段、

の内の少なくとも１つに対す
る前記通信システムの前記現在の負荷に部分的に基づき更新された を動的
に計算するための手段、
前記更新された

の内の１つに送信してユーザに提供されるレート情報を動的に更新するための手
段、そして

の内の１つからの応答に
基づき前記発呼および被呼 の間で呼を継続しまたは継続しないように
するための手段、
を具備する通信システムの１つまたはそれ以上の個別加入者ユニット（ＩＳＵ）に通信サ
ービスの現在の に関する実時間情報を提供する装置。
【請求項５】
通信システムの１つまたはそれ以上の に通信サービスの現
在のコスト情報を

提供する装置であって、前記 の各々はそれらに関連
する位置を有し、前記関連する位置の各々は通信サービスに対する実時間の需要に基づく
現在の負荷を関連して有し、前記通信システムは無線リンクを含み、前記装置は、

の第２の位置を決定
するための手段であって、前記決定するための手段は地理的位置を決定する装置を含むも
の、

に関連する前記現在の負荷に部分的に基づき現在の
を動的に計算して計算された現在の を提供するための手段、
前記計算された現在の

の内の１つに送信するための手段、そして
の内の１つからの応答に

基づき の間で呼を継続し
または継続しないようにするための手段、
を具備する通信システムの１つまたはそれ以上の に通信サービスの現
在のコスト情報を提供する装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、動的課金（ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｒｉｃｉｎｇ）を備えた通信システムに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
今日の通信システムの課金方法は呼の持続時間、呼の距離、時刻および曜日に基づく固定
された、予め公表された課金に依存している。これらのパラメータに基づき、ユーザは呼
を生成する前にサービスごとの値段がいくらであるかを決定することができる。ローカル
呼に対する課金マトリクスは一般にローカルサービス提供者からの電話帳に与えられてい
る。長距離呼に対する課金マトリクスは一般に同じパラメータに基づているが呼の距離が
より大きな要因となる。課金マトリクスは固定された性質のものでありかつ頻繁には変化
しない。
【０００３】
長距離課金構造に一般的に見られる特徴は該呼に対する値段のレートが呼を発生するもの
の値段構造に基づくというプラクティスである。例えば、時間が太平洋標準時の４：００
Ｐ．Ｍ．である、カリフォルニア州、ロサンゼルスから、時間が東部標準時の７：００Ｐ
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前記第１の位置または第２の予測さ
れたあるいは実際の位置
前記第１の位置または第２の予測されたあるいは実際の位置

呼の課金レート

呼の課金レートを前記発呼個別加入者ユニットおよび前記被呼個別加入者
ユニット

前記発呼個別加入者ユニットまたは前記被呼個別加入者ユニット
個別加入者ユニット

呼の課金レート

個別加入者ユニット（ＩＳＵ）
少なくとも被呼個別加入者ユニットと発呼個別加入者ユニットとの接続

が形成された後に 個別加入者ユニット

発呼個別加入者ユニットの第１の位置および被呼個別加入者ユニット

前記被呼個別加入者ユニットまたは前記発呼個別加入者ユニットの内の少なくとも１つに
対する決定された位置 呼の課金レート

呼の課金レート
呼の課金レートを前記発呼個別加入者ユニットおよび前記被呼個別

加入者ユニット
前記発呼個別加入者ユニットまたは前記被呼個別加入者ユニット

前記発呼個別加入者ユニットおよび前記被呼個別加入者ユニット

個別加入者ユニット



．Ｍ．である、ニューヨーク州、ニューヨークへの呼において、呼の値段は実際上該呼の
時間におけるロサンゼルスのレートに基づいており、これはこの場合、より高価な昼間の
レートである。もし該呼がニューヨークにおいて発信されれば、該呼の値段は晩（ｅｖｅ
ｎｉｎｇ）のレートになり、これは昼間のレートより低い。この形式の固定された課金マ
トリクス構造は充分よく確立されている。その歴史的な根拠はサービスを提供するために
使用される物理的なプラントのほぼ固定された性質の結果であり、すなわち、線路および
他の送信手段は知られた物理的位置を有することである。呼は１つの固定された地理的位
置から他の位置に対して行なわれる。従って、サービスごとの関連するコストは容易に計
算されかつ文書に発行されあるいはさもなければサービスのユーザに入手可能である。
【０００４】
発行されたレートによっても、発呼者にとって単に電話会社からの請求書を待つのみであ
るよりはむしろ、異なる距離および時間の呼のコストを予測できる簡単な方法をもつ必要
性がある。このための装置は一般に電話呼計量装置（Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｃａｌｌ　Ｍ
ｅｔｅｒｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）と称される。
【０００５】
Ｊｏｈｎ　Ｍ．　Ｄｅｌａｎｙに発行された米国特許第４，２６４，９５６号およびＪｏ
ｈｎ　Ｍ．　Ｔｒｅａｔに発行された米国特許第４，７５１，７２８号およびＧｅｒａｌ
ｄ　Ｊ．　Ｗｅｉｎｂｅｒｇｅｒ他に発行された米国特許第４，１２２，３０８号は電話
呼計量装置を開示している。種々の通信課金計算システムなどが示されている。これらの
装置は固定された発行または公表課金マトリクス（上に説明した）を使用するかあるいは
該課金マトリクスに基づいている。典型的には、ユーザが呼が生成される時刻に対して適
用可能な呼の距離（例えば、エリアコードにより）および呼のレート（ドル／分－エリア
コード）を入力し、かつ装置が該呼の持続時間に応じて電話料金の見積り額を計算する。
【０００６】
これらの構成によれば、課金パラメータはユーザによって電話呼計量装置にロードされか
つサービス提供者によってロードされるのではない。この不都合は規定または他の行動に
よりレートが変化すると、電話呼計量装置はユーザによって更新されなけばならず、さも
なければ表示されるコストは正確でなくなる。あるいは、もしある呼がプログラムされて
いない領域に生成されれば、何らのコストも表示できない。表示されるコストは情報が電
話呼計量装置にロードされた時点における公表されたコストマトリクスおよび時間－距離
パラメータに基づく実際のコストの概算にすぎない。
【０００７】
他の電話呼計量装置はサービス払い（ｐａｙ－ｆｏｒ－ｓｅｒｖｉｃｅ）電話に用いられ
ているものであり、あるいはそれらは一般に「公衆電話（Ｐａｙ　Ｐｈｏｎｅｓ）」と称
される。公衆電話システムは可聴的または表示手段により呼に対する基本的な料金を表示
し、それによりユーザがサービス提供者が呼が完了するのを許容する前にどれだけ多くの
金額を預けなければならないかを決定することができる。公衆電話からの長距離呼の場合
には、サービスは発信者のユーザが公衆電話内に接続が開かれた状態にするために付加的
な金額を預けない限りサービスは固定された時間後に終了する。
【０００８】
上に述べた手法による問題点はそれらの手法がサービスに対する実時間の需要を考慮に入
れないことである。特に、呼の料金がそれに基づく固定された価格マトリクスは平均的な
時刻の利用の仮定に依存しておりかつほとんど変更されない。ユーザに対するサービス料
金は実時間ベースで改訂されない。従来技術のシステムによれば、呼のサービスチャージ
が使用されている特定のラインまたは組に対する実時間の需要を反映させる機構はない。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
セルラ電話システム、特に衛星および／またはセルラ電話システムの出現は実時間または
ほぼ実時間でシステム負荷に適応するサービス課金システムを持つことがきわめて望まし
いものとしている。そのようなシステムが処理できる同時的なユーザの数は一般に有線サ
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ービスによるものよりもずっと少ない。この問題は特に衛星セルラ電話システムにとって
重大である。システム負荷が変化すると、同時にレート構造も変化することがきわめて望
ましい。
【００１０】
セルラ電話およびデータ通信システムの性質、特に衛星システムの性質は、ユーザが彼ら
が呼を生成しあるいは呼を受信する場所に対する地理的制約をほとんどあるいは完全にな
くする点においてさらに問題を生ずる。固定位置の有線と共にあるいは非常に限られた地
理的範囲の地上セルラシステムと共に使用される古い固定された価格マトリクス方法は衛
星セルラ電話システムおよび大きな領域の地上セルラシステムに適用することが困難であ
る。現在、システムの運用は実時間でレートを変化させる方法を持たずかつ該システムの
ユーザは呼の生成の前におよび呼の生成の間に瞬時的なレートを知る何らの手段をももた
ない。
【００１１】
ここで使用されているように、用語「電話システム」および「電話サービス」は音声およ
びデータ送信の双方を含むことを意図している。
【００１２】
【課題を解決するための手段および作用】
上述のおよび他の問題は、個別加入者ユニット（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　ｕｎｉｔｓ：ＩＳＵ）の位置およびシステム負荷に基づき発呼レートを決定する
段階、該発呼レートを１つまたはそれ以上の前記ＩＳＵに送信する段階、およびその後該
ＩＳＵのオペレータからの応答に基づき前記ＩＳＵ間の呼を接続するかあるいは接続しな
いようにする段階によって通信サービスのコストに関する実時間情報を備えた通信システ
ムの１つまたはそれ以上の個別加入者ユニット（ＩＳＵ）を提供するための方法によって
克服されかつ必要性が満たされる。
【００１３】
前述のおよび他の問題は、通信サービスの現在の発呼レートに関する実時間情報を備えた
通信システムの１つまたはそれ以上のＩＳＵを提供するための装置によって克服されかつ
前記必要性が満たされる。該装置は、発呼ＩＳＵの第１の位置および被呼ＩＳＵの第２の
予測されたあるいは実際の位置を決定するための手段、前記第１または第２の位置の内少
なくとも１つに対する前記通信システムの現在の実時間の使用に部分的に基づき現在の発
呼レートを計算するための手段、前記発呼レートを前記ＩＳＵの１つに送信するための手
段、および前記発呼または被呼ＩＳＵのオペレータからの応答に基づき前記発呼および被
呼ＩＳＵの間の呼を接続するかあるいは接続しないようにするための手段を具備する。
【００１４】
さらに別の実施例においては、ローカルＩＳＵの通信リンクのための実時間の通信リンク
の負荷に依存するコスト加算子（ｃｏｓｔ　ａｄｄｅｒ）またはコスト乗算子（ｃｏｓｔ
　ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ）に関する情報がそれが通信システムに問合わせすることなくＩ
ＳＵに送信される。
【００１５】
【実施例】
図１を参照すると、本発明による通信システム８の好ましい実施例の単純化されたブロッ
ク図が示されている。通信システム８の動作は次のように説明できる。すなわち、呼開始
ユーザ１０が個別加入者ユニット（ＩＳＵ）１５にキーボード１７を介してユーザ１０が
接続されることを望む他のＩＳＵ　２０の番号を入力する。用語“ＩＳＵ”（ｉｎｄｉｖ
ｉｄｕａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｕｎｉｔ）は、それに制限されるのではないが例え
ば電話、セルラ電話、ファクシミリ送受信機、モデム、コンピュータ、あるいは他の通信
手段のような、情報を通信するために使用できる任意の情報または通信装置または機器を
表わすものと考えている。
【００１６】
ＩＳＵ　１５は呼ばれている所望の電話番号を通信リンク（ｃｏｍｌｉｎｋ）２１を介し
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て電話システム３０に転送する。用語「通信リンク」は、それに限定されるものではない
が例えば、光リンク、無線周波数リンク、ワイヤライン、あるいは他の通信リンク手段の
ようなシステムの任意のユーザが情報を電話システム３０に通信するために使用できる任
意の通信リンク装置またはネットワークを意図している。通信リンクは通常数多くの同時
通信を処理できるが、その特定の構成によって制限される最大処理容量を有する。有線を
ベースとした通信リンクは数十万のユーザにサービスできるが、一方衛星セルラをベース
とした通信リンクは数千のユーザにサービスできる。電話システム３０は一般に数多くの
通信リンクとインタフェースする。理解を容易にするため、通信リンクを使用してＩＳＵ
を参照する場合には、該ＩＳＵは通信リンクの容量の一部のみを使用できかつ他のものは
同時に該通信リンクを使用できるものと理解する。
【００１７】
電話システム３０は発呼レートを計算しかつ該レート情報を通信リンク２１を介してＩＳ
Ｕ　１５に転送し戻す。該レート情報は、例えば、ＩＳＵ　１５上のディスプレイ１６に
よってユーザ１０に表示される。また、短いトーンをＩＳＵ１５のイヤホーン１８におい
て発生しユーザ１０にレート情報の到来を警報することも望ましい。また、フラッシュラ
イトまたはディスプレイ１６はＩＳＵ　１５上で見ることができるようにしてユーザ１０
に該レート情報の到来を警報することも望ましい。
【００１８】
ユーザ１０は表示されたレート情報を読取りかつその呼に対して支払うことが可能か否か
を決定することができる。もし答えがノーであれば、ユーザ１０は何もする必要がなくか
つ電話シテスム３０は所定時間後にあるいはユーザ１０がハングアップした後にＩＳＵ　
１５を切断する。前記所定の時間はユーザ１０によってあるいは通信サービスの通常の部
分として電話システム３０により選択することができる。
【００１９】
もしユーザ１０がその呼が支払い可能であることを決定すれば、ユーザ１０は「呼出し（
ｃａｌｌ）」またはキーボード１７上の他のボタンを押圧する。該ボタンは信号を通信リ
ンク２１を介して電話システム３０に送信させ該呼が接続されるよう希望されていること
を表示する。電話システム３０は次に、通信リンク２２およびＩＳＵ　２０を介して、ユ
ーザ１１に呼を設定する。
【００２０】
電話シテム３０を介してユーザ１０からユーザ１１への接続が存在する限り、電話システ
ム３０は、任意選択的に、レート情報を更新し続けかつ該レート情報を通信リンク２１を
介して発信者に転送し、かつ、任意選択的に、通信リンク２２を介してその呼の受信者に
転送することができる。ユーザまたは電話システムの管理者（図示せず）により選択され
た選択肢に応じて、これは一方のパーティが呼を切断するまで続けることができる。これ
は望ましいが強制的ではない。あるいは、一方または双方のユーザに表示されるレート情
報を常時更新する代わりに、システムはレートがある特定のしきい値量を超えた場合にの
みＩＳＵにおけるレート表示器を更新するよう設定することができる。
【００２１】
時には、ユーザ１０は呼の受信者である。例えば、呼がＩＳＵ　２６、有線通信リンク２
３、電話システム３０および通信リンク２１を介してＩＳＵ　１５に発信ユーザ１２によ
って生成される。このような呼のレートはＩＳＵ　２６上に表示されない。この場合、呼
のレートはその呼がユーザ１０がＩＳＵ　１５に応答すれば接続されるからユーザ１２に
とっては興味あるものではない。
【００２２】
ユーザ１０がその呼に応答する前に、該ユーザ１０はディスプレイ１６を見てそのレート
が受入れ可能なものであるか否かを判定する。もし受入れ可能でなければ、ユーザ１０は
単にＩＳＵ　１５に応答しないだけである。もしレートが受入れ可能であれば、ユーザ１
０はＩＳＵ　１５に応答しかつ電話システム３０は該レート情報を前と同様に更新し続け
る。ユーザ１２はその呼に対し動的なレートでチャージされてもよくあるいはチャージさ
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れなくてもよい。ＩＳＵ　２６はユーザ１２に対し要求側をベースとしたサービスに対す
るコストを表示する手段を持たない。この状況では、サービスの動的なベースの部分はユ
ーザ１０によって負担することができ、ユーザ１０はサービスの使用に対し料金請求され
るレートに気付いている。
【００２３】
ＩＳＵの他の形式はコンピュータ２７である。コンピュータ２８と通信する必要性を有す
るコンピュータ２７は、通信リンク２４を介してコンピュータ２８の電話番号を電話シス
テム３０に送信する。電話システム３０は次にそのサービスのレートを計算しかつその情
報を通信リンク２４を介してコンピュータ２７に送信し戻す。該レートがコンピュータ２
７によってアクセス可能なメモリに格納された予めプログラムされた制限内にあれば、コ
ンピュータ２７は信号を電話システム３０に送信して呼を接続する。電話システム３０は
コンピュータ２７またはコンピュータ２８に対するあるいは両方に対する呼のレートを呼
が接続されている限り更新し続けることが望ましい。
【００２４】
呼がコンピュータ２８から発信しかつコンピュータ２７で終わる場合には、システムはコ
ンピュータ２８に通信リンク２４および有線通信リンク２５の使用に対する料金がいくら
であるかを表示し、かつ次にコンピュータ２８は呼を接続するか否かの決断をなすことが
できる。通信リンクの内の１つだけがレートが可変のリンクである場合は一方あるいは双
方の端部におけるコンピュータは呼の生成の前にかつ呼の間にその呼のレートを通知され
るようにすることができる。この利点は携帯用コンピュータ（たとえば、コンピュータ２
７）がホームオフィスコンピュータ（たとえば、コンピュータ２８）と通信している場合
にいずれかまたは双方のコンピュータがどのレートが受入れ可能であるかにつき決断を行
うことが可能なことである。いずれかのコンピュータが電話システム３０にサービスに対
するレートがそれぞれのコンピュータ内にプログラムされたガイドラインに従ってシステ
ムが利用できかつそのような呼が開始されるようにさせるレベルにある場合を決定するた
めに電話システム３０にポーリングを行うことができる。さらに、通信の途中で、レート
が現在の範囲から上昇すれば、呼を終了させることができ、かつ後にレートがより低くな
った時に再接続することができる。また、レートまたは他の情報をコンピュータ２７また
は２８の一部とすることができるプリンタ（図示せず）にプリントすることもできる。
【００２５】
発信および／または受信ＩＳＵの位置を求めるための方法および手段が設けられ、それに
より電話システム３０が正しいレートを計算することができる。多くのＩＳＵを非常に容
易に位置決めすることができるが、それはこれらが固定された有線電話システムの一部で
ありかつ電話番号が該ＩＳＵの位置を示すからである。固定された位置に結ばれていない
ＩＳＵに対しては、電話番号のみではＩＳＵの位置を識別できない。数多くのよく知られ
た位置決め構成があり、たとえば、もしＩＳＵが限られた範囲のセルラシステム内にあれ
ばそのセルの位置を用いることにより、あるいは全体的な（ｇｌｏｂａｌ）位置決めシス
テム（ＧＰＳ）の使用により、あるいはこれらの組合わせによって位置決めする数多くの
よく知られた構成がある。ＧＰＳは１つまたはそれ以上の衛星を使用するＧＰＳ受信機の
位置を正確に示す一般的に知られた手段である。
【００２６】
通信リンク２１または２２を使用するＩＳＵ　１５または２０は地理的位置を決定する装
置を導入しかつ電話システム３０によって位置決めされることができあるいは自己位置決
めが可能でありそのような自己位置決め情報を電話システム３０に送信可能である。ある
いは、セルをベースとしたシステムに対しては、あるセル内のＩＳＵの存在は十分な地理
的位置決め情報とすることができる。後者の状況では、電話システム３０はＩＳＵが何ら
かの内部的な地理的位置決め能力を持つ必要なしにどのセルがＩＳＵを含んでいるかを知
ることができる。
【００２７】
図２は、図１の電話システム３０をより一層詳細に示すブロック図である。図２を参照し
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て、レートを決定するための好ましい方法が説明される。但し、これは説明の便宜のため
のものであり、かつ制限的な意味ではない。
【００２８】
ＩＳＵ　１５が呼を発信するために通信リンク２１を使用するものと仮定する。ＩＳＵ　
１５は所望の接続番号を電話システム３０に通信する。電話システム３０は使用アナライ
ザ（ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｚｅｒ）３１、課金コンピュータ（ｂｉｌｌｉ
ｎｇ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）３２、ルーティングシステム３３および位置追跡装置（ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　ｔｒａｃｋｅｒ）３４を具備する。これらは別個に規定されるハードウェア
モジュールとして存在でき、あるいは汎用のまたは特別の目的のコンピュータあるいはそ
れらの組合わせのソフトウェアプログラミングによって生成される機能として存在しても
よい。
【００２９】
電話システム３０がＩＳＵ　１５から所望の接続番号、すなわち、呼ばれるＩＳＵの電話
番号を受信した時、該システム３０はまたＩＳＵ　１５および呼ばれているＩＳＵの双方
の地理的位置決めに関する情報を受信しあるいは決定する。該地理的位置は、たとえば、
ＩＳＵに組込まれたＧＰＳ受信機からあるいはＩＳＵを含むセルを識別することにより、
あるいは該ＩＳＵが固定された有線の性格を持つものであれば、エリアコードによって得
られる。電話システム３０の位置追跡装置３４は発呼者および呼ばれているあて先の実際
の位置を決定し、離れている距離（たとえば、Ｋｍ）を計算しかつ距離情報またはその等
価物をリンク３７を介して課金コンピュータ３２にかつ、リンク３５を介して、位置情報
を使用アナライザ３１に転送する。位置追跡装置は、たとえば、曲面アルゴリズム（ｃｕ
ｒｖｅｄ　ｓｕｒｆａｃｅ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）を使用して両位置間の距離を計算する
ようプログラムされた汎用コンピュータを使用して実現できる。位置追跡装置のコンピュ
ータメモリは容易に有線の知られた位置を記憶することができ、かつ該コンピュータは移
動ＩＳＵの位置を計算することができあるいはＩＳＵの自己地理的位置決め能力によって
ＩＳＵの位置を通知されるようにすることができる。
【００３０】
利用率アナライザ３１は便宜的には通信リンクネットワークおよびルーティングシステム
３３の容量使用率を監視するようプログラムされた汎用コンピュータである。それは呼の
時間において使用されている容量を決定する。もし呼が通信リンク２２を使用するＩＳＵ
　２０へのものであれば、使用アナライザ３１は通信リンク２２の負荷とともに通信リン
ク２１の負荷を考慮し、かつリンク３６を介して課金コンピュータ３２に複合的負荷を伝
達する。通信システムの負荷を監視するためのコンピュータシステムは技術的によく知ら
れておりかつ、たとえば、長距離伝達装置（ｃａｒｒｉｅｒｓ）によって使用されて最大
のシステム利用率を与えるためにトラフィックが導かれるべき様式を決定する。
【００３１】
ハードウェアおよびソフトウェアの双方を備えた、課金コンピュータ３２は通常現存する
セルラおよび他の電話システムにおいて使用されるタイプのものであるが、（１）ユーザ
または他のものに実時間の、現在の課金または呼レートを通知し、（２）該課金または呼
レートを可変にし、（３）ユーザに現在のレート情報に基づき、該呼が設定されあるいは
受入れられるべきであるか否かを決定できるようにし、かつ（４）前記レートを更新しか
つユーザに進行に応じたベース（ｏｎｇｏｉｎｇ　ｂａｓｉｓ）で通知するように、さら
に変更を行っている。課金コンピュータ３２は、たとえば、距離および現在のシステム負
荷に基づき呼に対するレート（たとえば、毎分毎のドル）を計算する。
【００３２】
一旦課金コンピュータ３２が請求するレートを計算すると、この情報は通信リンク２１を
介してＩＳＵ　１５に送り戻される。ＩＳＵ　１５のユーザ（たとえば、人間またはコン
ピュータ）はその呼のコスト／利益に関する決定を行いかつ、もしそのレートが受入れ可
能であれば、ＩＳＵ　１５のキーパッド１７の「呼出し」ボタンを押圧するかあるいは同
等の信号を発生する。この応答は通信リンク２１を介して課金コンピュータ３２に伝達さ
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れ、該課金コンピュータ３２は次にルーティングシステム３３に呼を接続するよう指令す
る。ルーティングシステム３３は現在長距離伝達装置およびセルラ電話提供者によって使
用されているタイプのものと同じでよい。
【００３３】
呼が進行中の間は、位置追跡装置３４はＩＳＵの地理的位置を追跡し続ける。これは一方
または両方のＩＳＵが移動しているかも知れず、かつ、たとえば、異なる通信リンクを有
する異なる容量の位置に入るかも知れないから重要である。ＩＳＵが異なる領域に移動し
通信リンク２１または２２の容量または負荷が変化すると、この変化の情報はリンク３５
を介して使用アナライザ３１に伝達される。ＩＳＵの異なる通信リンクへのこの移動は現
存する固定価格のセルラシステムにおいて特に問題となるが、それはセルの間、あるいは
ここで使用されているように通信リンクの間でのハンドオフはいくつかの通信リンクが最
大の利用率になっているため常には行われないためである。使用アナライサザ３１は常時
通信リンク２１および２２の容量を監視しかつ容量の利用率の変化を課金コンピュータ３
２に伝達する。容量の利用率が変化した時、課金コンピュータ３２はレートを再計算する
。レートが変化した時、課金コンピュータ３２はユーザに通信リンク２１または通信リン
ク２２を介して新しいレートを通知する。このプロセスは呼が終了するまで継続する。レ
ート情報がユーザに対し更新される頻度は３０秒に１回から１時間に１回の範囲にあるの
が有用であり、４５秒に１回から５分に１回の範囲が好ましく、かつより代表的には１分
間に１回とされる。さらに、交信の頻度はレートおよび／またはレートの変化率の増大に
応じて増大し、かつレートおよび／またはレートの変化率の減少に応じて減少する。
【００３４】
もし呼が固定された位置、たとえば、地上有線電話交換機および有線加入者ユニットに対
するものであれば、利用率アナライザ３１は通信リンク２１の負荷を分析する必要がある
のみでありかつこの情報をリンク３６を介して課金コンピュータ３２に伝達する。あるい
は、２つより多くのＩＳＵへのあるいは２つより多くのＩＳＵの間での「会議呼（ｃｏｎ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｃａｌｌ）」が同時に望まれておれば、利用率アナライザは各通信リン
クを分析しかつ複合的な負荷を計算する必要がある。負荷は発呼および被呼位置の間にお
けるその時点で使用されている通信容量である。
【００３５】
図３は、電話システム３０で行われる処理の単純化したフロー図を示す。この処理はユー
ザが呼ばれるべき番号をＩＳＵに入力した場合にブロック４０でスタートする。
【００３６】
発信およびあて先情報が、矢印４１で示されるように、ブロック４２に転送され、そこで
電話システムは前記呼の発信およびあて先位置の間の負荷に基づきその時間における実際
のレートを決定する。システム負荷情報は電話システム３０の利用率アナライザ３１によ
って発生される。また、呼の距離が位置追跡装置３４によって与えられる情報から決定さ
れる。この情報を用いてその呼のレート（たとえば、毎分毎のドル）が電話システム３０
の課金コンピュータ３２によって計算される。
【００３７】
矢印４３で示されるように、前記レートはユーザのＩＳＵに転送し戻され、ブロック４４
においてそのレート（たとえば、毎分毎のドル）がユーザに表示される。ブロック４５に
おいて、ユーザは提示されたレートに基づきその呼を開始するか否かを決定する。ユーザ
が、矢印４７で示されるように、その呼が高価すぎると判定すれば、ユーザはブロック５
７において単にハングアップを行う。ブロック５７によって示されるように、ユーザがハ
ングアップした時、電話システム３０はブロック５８によって示されるようにその呼を終
了させる。この時点で、ブロック５９に示されるように、処理は終了する。
【００３８】
ユーザが前記呼のレートが受入れ可能であると判定すれば、該ユーザはブロック４８への
矢印４６によって示されるように、受入れをアクノレッジする。ブロック４８はＩＳＵに
呼が接続されるべきことを電話システム３０に対し通知させる。電話システム３０は次に
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、ブロック４９のように、その呼を接続する。
【００３９】
ブロック５０に示されるように、ユーザが通信している間に、ブロック５１で示される種
々の処理が電話システム３０において行われている。利用率アナライザ３１はシステム負
荷を監視し続ける。負荷の変化が生ずると、新しいシステム負荷の情報は課金システム３
２に渡され、該システム３２はそのサービスに対する新しいレートを決定しかつその新し
いレートをユーザのＩＳＵに送信し戻す。該レートはブロック５２に示されるようにＩＳ
Ｕを介してユーザに表示される。
【００４０】
ブロック５３において、ユーザは表示されたレートに基づき前記呼を継続するかあるいは
そのレートを完全に無視することを選択するかの決定を行う。ユーザが、矢印４７′で示
されるように、そのレートがもはやコスト効率が悪いと判定すれば、ユーザは単にブロッ
ク５７に示されるようにハングアップを行う。ユーザがハングアップを行った時、すなわ
ちブロック５７、電話システム３０はブロック５８に示されるようにその呼を終了させる
。この時点で、ブロック５９によって示されるように、処理が終了する。ユーザが矢印５
４で示されるように継続することを選択すれば、該ユーザは単に、ブロック５５によって
示されるように、ＩＳＵを使用し続ける。この時点で、ブロック５１からブロック５５ま
での処理が、たとえば、電話システム３０によって決定されるインターバルで繰返される
。矢印６０はブロック５５からブロック５１への経路を示す。
【００４１】
ユーザが呼を終了した時、すなわち、ブロック５６、該ユーザはブロック５７に示される
ようにハングアップを行う。ユーザがブロック５７においてハングアップした時、電話シ
ステム３０はブロック５８において呼を終了させる。この時点で、処理はブロック５９に
おいて終了する。
【００４２】
好ましい実施例においては、呼のレートは長距離アクセスのための基本料金に好ましくは
距離および負荷に基づく料金を加えたあるいは乗算したものからなり、この場合負荷は呼
の一端または両端におけるおよび／またはそれらの間の通信システム容量の利用率を分析
することにより得られる数である。すなわち、低い需要の領域から低い需要の領域に設定
された呼については該呼は低い負荷を有しかつ従って最小のレートを有する。低い需要の
領域から高い需要の領域に設定された呼に対しては、負荷はかなりありかつ、従って、呼
のレートはより高くなる。高い需要の領域から低い需要の領域への呼に対しては、負荷は
またかなり高く、かつ従って、呼のレートはより高くなる。高い需要の領域から他のまた
は同じ高い需要の領域に設定された呼については、負荷はさらに高くなりかつ従ってレー
トはさらに高くなる。負荷による可変レートの目的は非ピーク使用期間における実時間の
サービスの使用を奨励することである。これは負荷が小さい時により低い実時間レートを
提供しかつ通信システムの容量が最大利用率にあるかあるいはそれに近い場合にシステム
の使用の奨励をしないより高い実時間レートを提供することにより達成される。
【００４３】
サービスのユーザは望ましくは呼の直前にかつ、任意選択的には、呼の間に実時間でサー
ビスのコスト（すなわち、呼のレート）を与えられることが望ましい。ユーザが呼に対す
る料金レートを実時間で知るこの特徴は種々の他の利点をも与える。
【００４４】
たとえば、ユーザのＩＳＵは通信システムに対し自動的にポーリングを行いかつレートが
第１の所定のレートより低下した時に呼を設定しあるいは該レートが第２の所定のレート
を超えた時に該呼を終了させるように設定できる。さらに、サービスのユーザは彼らがそ
れを望めばサービスに対する即時的な課金を行うことができる。後者は公衆電話に関して
直接使用できるものである。現在実現されている通信システムは機器の最大効率の使用を
可能にするものではない。使用率の高い期間の間は、必ずしもすべてのユーザが彼らの呼
を完了することができないかも知れない。さらに、従来技術は需要が低い場合にサービス
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の使用を奨励するために動的に価格を変化させる手段を提供せず、またユーザがサービス
の利用可能性を決定しあるいはレートに関する選択を行うための手段はない。これらの問
題は本発明によって克服される。
【００４５】
さらに別の実施例においては、負荷に敏感なレートは、たとえば、料金の２つの構成要素
に分割することができ、すなわち、システムおよび／またはローカル通信リンクの負荷に
依存するローカル通信リンクの使用に対する第１の料金レートまたは割増し金、および通
常の呼の距離および時間パラメータに基づく第２の料金レートである。第１のレートは料
金の加算子あるいは乗算子とすることができる。第２のレートは負荷に依存するレートに
実質的に独立にすることができる。このレートの公式化はＩＳＵが負荷に依存するパラメ
ータを決定するために電話システムにポーリングしあるいは電話システムを呼ぶ必要性を
除去する。
【００４６】
たとえば、ローカル通信リンク２１のためのレートは通信システム８の利用可能なページ
ングチャネルを使用してあるいは、たとえば、時間多重信号の占有されていない信号セグ
メントの間に常時または周期的に送信される。従って、ＩＳＵ　１５のユーザ１０は単に
ＩＳＵ　１５をターンオンしかつディスプレイ１６はローカル通信リンク２１またはシス
テムの他の容量制限された部分の使用に対する現在のレートを表示する。レートの到来は
報知器、たとえば、フラッシュライトおよび／または可聴トーンによって表示できる。ユ
ーザ１０は表示されたレートを読取りかつシステムの容量制限された部分、たとえば、ロ
ーカル通信リンクに対する加算または乗算が支払い可能であるか否かを決定する。もし答
えがノーであれば、ユーザは何もしない。ＩＳＵはレートを受信し続けかつ更新されたレ
ートをそれがオンである限り表示し続ける。もしユーザ１０がローカル通信リンクの入力
レートが支払い可能であると決定すれば、ユーザ１０は所望の接続番号をキーパッド１７
に入力しかつシステムは、前に説明したように、呼ばれている位置に基づき合計の呼のレ
ートを計算しかつ、ユーザが同意した後に、その呼を前に述べたようにして接続する。ユ
ーザ１０は単に適切なプログラミングを備えたコンピュータ２７とすることが容易である
ことは明らかである。
【００４７】
【発明の効果】
以上本発明につき説明したが、本発明は通信サービスのユーザが呼の直前にかつ、任意選
択的には、呼の間に電話通信サービスのリアルタイムの、負荷可変価格レートあるいは割
増し価格の通知を受ける方法および手段を提供することは明らかである。価格レートまた
は割増し価格は、状況に応じて、発呼者または受信者あるいは両方に対するその特定の時
間におけるサービスの需要に依存する。
【００４８】
本発明が特定の好ましい実施例とともに説明されたが、本明細書の開示に基づき当業者が
多くの変形および変更を行うことができることは明らかである。より特定的には、本発明
は特定の衛星通信方法について説明されたが、本方法は他の通信システムにも直接適用可
能であり、また自動化データ通信システムおよび他のパーソナル通信装置にも適用可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係わる通信システムの好ましい実施例を示す単純化したブロック図であ
る。
【図２】本発明の好ましい実施例をさらに詳細に示す単純化したブロック図である。
【図３】本発明に係わる通信システムの動作を示す単純化したフロー図である。
【符号の説明】
８　通信システム
１０　１０，１１，１２　ユーザ
１５，２０，２６　個別加入者ユニット（ＩＳＵ）
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１６　ディスプレイ
１７　キーパッド
１８　イヤホン
２１，２２，２４　無線周波数リンク
２３　有線通信リンク
２７，２８　コンピュータ
３０　電話システム
３１　利用率アナライザ
３２　課金コンピュータ
３３　ルーティングシステム
３４　位置追跡装置
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【 図 ３ 】
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